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協会からの要望に対する措置状況
（令和４年度岡山県当初予算）

　当協会では、令和４年度の岡山県予算編成にあたり県知事、県議会議長、自民党県議団に建設関係予算

の確保を求めて、要望書を提出しておりました。

　この度、自民党県議団より要望に対する措置状況について通知がありましたのでお知らせいたします。

令和４年４月25日

一般社団法人岡山県建設業協会

　　会　　長　　　　　　殿

自由民主党岡山県議団

令和４年度岡山県予算編成に関する
要望に対する措置状況の送付について

謹啓　春暖の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、貴団体から提出されました要望事項につきまして、別添のとおり、措置状況を取りまとめました

のでお知らせいたします。内容の詳細確認等につきましては、回答毎に岡山県の担当部を記入しておりま

すので、よろしくお願いいたします。

　なお、連名による陳情をされた団体は、代表として貴団体のみに送付しておりますので承知おきく

ださい。

謹白

１．建設関係予算の確保について
　今年も、７月に静岡県熱海市で発生した大雨により土石流が発生し甚大な被害がもたらされました。自

然災害が年々激甚化・頻発化するなか、県民の命と暮らしを守り、県民が安心して暮らせる地域をつくり

上げていくためには、真に必要な社会資本整備と防災・減災対策を中心とした社会基盤整備を一層推進す

る必要があります。

　国は、今年度から５か年間「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」により、社会資本整
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備に必要な予算の確保について重点的・集中的に対策を講じるとのことですので、県内の河川改修や道路

整備などについて国に働きかけていただき、令和４年度以降においても防災・減災対策に必要十分な予算

が確保されるようご尽力をお願いいたします。

（措置状況）

　本県財政は、引き続き予断を許さない状況であるが、公共事業による社会資本整備は、県民の生命や財

産を守り、社会経済活動を支える重要なものであると考えており、また、近年、全国各地で大規模な災害

が発生し、事前の防災・減災への取組に対する重要性が高まっていることからも、必要な予算の確保・拡

充について、引き続き、国に対し、様々な機会を捉え要望するとともに、国の「防災・減災、国土強靭化

のための５か年加速化対策」などを最大限活用するなど、予算の確保に努めてまいりたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土木部）

２．書類等の簡素化について
　書類の簡素化と言われながらも、まだまだ書類量が多いのが現状です。より一層、書類の簡素化を促進

するようお願いします。

　検査官（完成検査等）によって、提出書類や書類の内容が違うため、どうしても過去の事例を基に書類

整理をしてしまいます。こうしたことがないように、書類が減る方向で統一していただきたいと思います。

　また、行政機関の職員や現場技術員（監督補助員）で現場を理解されていない方を多く見受けられます。

そういう方は、上司への説明のため、必要以上の資料づくりを受注者に求めて来られるため、書類作成量

が増え労務時間も増えます。

　一例を挙げれば、中間前払金を利用するための添付資料として、中間前払認定請求書と工事履行報告書

等があれば良いと思いますが、現場写真や工事現場の確認等をさらに要求されることもあります。

　中間前払金は、当座の経費の支払に充てるためのものであり、最低限必要な資料に絞っていただく等

関係書類の簡素化を徹底していただきたいと考えますので、関係行政機関へのご指導をよろしくお願い

します。

（措置状況）

　書類等の簡素化については、現場技術者の工事書類作成に係る負担軽減を図り、長時間労働の是正にも

繋がることから、これまでも提出書類の見直しに取り組んできたところである。引き続き、書類の簡素化

に努めるとともに、必要以上の書類提出を求めることのないよう、周知徹底してまいりたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土木部）
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建設リサイクル法に関する
パトロールの実施について

-岡山県　岡山市　倉敷市　津山市　玉野市　笠岡市　総社市　新見市-

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）は、循環型社会形成と生活

環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

　建設リサイクル法について、事業者や県民の理解と認識を深めるとともに、建築物の分別解体や

建設工事に係る再資源化等の徹底を図るため、県内一斉パトロールを年２回実施しており、本年１回目

を６月に実施します。（県内一斉パトロールについては、新型コロナウイルス感染症の影響により

中止となる場合があります。）

　会員の皆様方におかれましても、建設リサイクル法をあらためて遵守いただきますようご協力を

お願いいたします。
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MAIL：jinzai@kensetsu-kikin.or.jp

（「私たちの主張」（作文）を募集）
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建設業景況調査とは
・「建設業の景況調査」は、建設業の景気の現況と先行きを総合的に迅速かつ的確に把握することを

目的としています。
・「建設業景況調査結果」は、建設企業に対して実施した景気等に関する意識調査の結果を集計した

ものです。
・調査時期は、毎年３、６、９、12月です。
　　例：６月調査の場合、今期実績は４～６月、来期見通しは７～９月分です。
・データは「全国版」と「西日本各ブロック版（近畿・中国・四国・九州）があります。
・全国版は、北海道建設業信用保証㈱、東日本建設業保証㈱と西日本建設業保証㈱３社による合同

調査です。
B.S.I.について
　＜B.S.I.とは＞
　　　景気の先行きをみる上で、企業経営者の意識調査を行うことがあります。この建設業景況調査は、

景気等に関して個々の建設企業の意識調査を行ったものです。そして、この意識調査の結果を数
値化して表したものが、B.S.I.（ビジネス・サーベイ・インデックス＝景況判断指数）です。

　＜B.S.I.の求め方＞
　　　集計結果から、以下の方法によりB.S.I.が求められます。
        【回答企業構成比】
　　　（景況調査集計）（B.S.I.集計）

　＜B.S.I.の見方＞
　　　B.S.I.は「良い」「悪い」などの変更方向別回答数の構成比から全体趨勢を判断するものです。

すべての企業が「良い」と見ている場合、B.S.I.は50、逆は△50、すべてが「変わらず」の場
合は０となります。

　＜季節調整済のB.S.I.について＞
　　　「季節調整済み」とは、季節調整法により、毎年繰り返される季節的な変動を取り除いている

ことを示します。例えば、百貨店の売上げは、社会的慣習である中元や歳暮のシーズンには前
期比で大幅に伸びますが、この伸びは景気回復によるものなのか、あるいは単に中元・歳暮と
いう季節的な変動によるものなのか、よくわかりません。そこで、景気動向の趨勢を見るため
には、この季節的変動を取り除く必要があります。このため、本調査では、このような季節的
な変動をもった調査項目は、季節調整を行って表示しています。

西日本建設業保証㈱岡山支店

景況レポート（１月～３月）
岡山県下建設業

良　　 い
やや良い
変わらず
やや悪い
悪　　 い
合　　 計

良　　 い

変わらず

悪　　 い

合　　 計

10％
15％
45％
20％
10％

100％

25％

45％

30％

100％

B.S.I.
＝（「良い」と回答した企業割合－「悪い」と回答した
     企業割合）×1/2
＝（25 － 30）×1 ／ 2
＝△ 2.5
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　２.  地元建設業界の景気

Ⅰ. 岡山県の状況
　１.  概　　観
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　２.  地元建設業界の景気

中国地区の状況

地元建設業界の景気等詳細につきましては、こちらからご覧ください。
https：//www.wjcs.net/keikyo/

　１.  概　　観
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岡山県下公共工事の動向〈４月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建退共だより）

共済手帳への共済証紙貼り付けについて
～消印をお忘れではありませんか？～

独立行政法人勤労者退職金共済機構
　建 退 共 岡 山 県 支 部 
http://okayama-kentaikyo.jp/

　建退共制度の掛金納付は、共済証紙を共済手帳に貼付（電子申請の場合は、退職金ポイントを充当）
することで行い、公共工事、民間工事、元請工事、下請工事にかかわらず、加入従業員が働いた日数に
応じて次のとおり行わなければなりません。
　（中小企業退職金共済法第44条第４項、同規則第86条第１項）

記
◎　共済証紙の貼付
　・加入事業主は、加入従業員に賃金を支払う都度（少なくとも月１回）、その加入従業員が働いた日

数分の共済証紙を共済手帳に貼付し必ず消印してください。また、何月の就労分の証紙か記入して
おけば、手帳更新時の貼付もれの点検等に役立ちます。

　・掛金助成手帳の「掛金免除欄」は、共済証紙を貼付する必要はありませんが、消印をすることによ
り貼付したこととみなされますので、忘れず消印してください。

　・休日や欠勤日は、共済証紙を貼付する必要はありませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日
は、貼付が必要です。

　・掛金（証紙購入代金）は、全額、事業主の負担です。加入従業員に掛金を負担させることはできま
せん。

　・共済手帳は、交付日から10ヶ月経過しないと更新することはできませんが、就労日数が多いため、
更新可能時期を迎えるまでに貼付欄がなくなった場合は、継ぎ紙を使用するなどにより、賃金支給
日には貼付してください。

【証紙貼付手帳の例】
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（法律相談コーナー）

第143回　試用期間終了後の本採用拒否
●相談内容●
　　３か月の試用期間を定めて新卒採用したのですが、試用期間中の働きぶりが芳しくなく、本採用を拒否したい
　従業員がいます。本採用を拒否する場合は、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

　従業員の採用にあたり、応募者の能力や適性を十分に評価・判断することが
できるとは限りません。そこで、本採用するかどうかを判断するためのいわば
見習い期間として、試用期間を設けている会社が多いと思います。
試用期間の法的性質
　試用とはいっても、気に入らなければ簡単にキャンセルすることができるお
試し期間ではありません。いったん採用している以上、試用期間であっても労
働契約が成立していることになるため、本採用の拒否も法的には解雇として扱
われます。
　一方、試用期間には最終判断のための調査・観察の期間という側面もあるため、
本採用の拒否と通常の解雇が完全にイコールというわけでもありません。
　これらのことから、判例は、本採用の拒否は、解雇と同様に「客観的に合理
的な理由が存し社会通念上相当として是認される場合にのみ許される」とする
一方で、通常の解雇よりも広い範囲の自由が認められるとしています。
本採用拒否の可否
　どのような事情があれば、従業員の能力や適性が欠けているとして本採用を
拒否することができるのでしょうか。
　一般的にいえば、従業員に能力や資質が欠けており、注意されても改める
姿勢がなく、今後も改善の見込みがないような場合には、本採用の拒否が認め
られることになると思います。逆にいえば、指導や教育によって改善する可能
性がある場合や、従業員に改善に向けて努力している姿勢が見られる場合に
は、本採用の拒否が許されないということになります。
通常の解雇よりも広い範囲の自由？
　そうすると、本採用の拒否も通常の解雇とほとんど変わらないではないか、
という疑問が生じるかもしれません。
　簡単にいえば、同じ理由であっても、通常の解雇の理由は最後の手段として
の解雇もやむを得ないというレベルに達している必要があるのに対し、本採用
の拒否の理由はそのレベルまでは求められないということです。理由に質的な
差はなく、量的な差があるにとどまる、といってもよいかもしれません。
気を付けるべきこと
　したがって、本採用の拒否の場合であっても、解雇の場合と同様に、その理
由を根拠づける具体的な事情を示すことができるようにしておく必要がある、
ということになります。
　働きぶりが芳しくないということであれば、要求される能力・態度はどの程
度か、成績・態度の不良はどの程度か、指導・教育とそれによる改善はどの程
度か、といった記録をとっておく必要があると思います。新卒採用であれば、
同時期に採用した従業員との比較も一つの事情になるでしょう。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。
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（登録試験のお知らせ）
令和４年度建設業経理検定

【建設業経理検定試験】

上　　　期

下　　　期

   建設業経理士検定試験（１級・２級）

試 験 日

合格発表日

試 験 日

合格発表日

受験申込
受付期間

申 込 書
配布場所

受 験 料
（消費税込）

受験申込
受付期間

令和４年５月17日（火）～６月16日（木）［消印有効］
申込書は５月17日（火）から配布いたします。

令和４年11月15日（火）～12月15日（木）［消印有効］
申込書は11月15日（火）から配布いたします。

建設業経理士検定試験（１級・２級）
建設業経理事務士検定試験（３級・４級）

受験資格 どなたでも、希望の級・科目を受験することができます。
ただし、１級（科目）と他の級の同日受験等はできません。

一般社団法人 岡山県建設業協会　TEL（086）225-4133
※インターネット申し込み、申込書郵送請求は下記実施機関にお問い合わせください。

１級（１科目）    8,120円　　１級（２科目） 11,420円　   １級（３科目）14,720円
２級　………　 7,120円　　３級　………　 5,820円　　４級　………　 4,720円
２級・３級…　12,620円　　３級・４級…　10,220円

令和４年  ９月11日（日）

令和４年11月11日（金）

令和５年３月12日（日）

令和５年５月12日（金）

【建設業経理事務士特別研修】
　※この特別研修は講習と検定試験とを組み合わせて実施するもので、研修最終日に行われる検定試験に
      合格すると４級または３級建設業経理事務士の資格が取得できます。

　特別研修につきましては建設業振興基金のホームページをご確認ください。
　https://www.keiri-kentei.jp/training/

【実施機関・お問合せ先】
　　　一般財団法人建設業振興基金　TEL（03）5473-4581
　　　東京都港区虎ノ門４-２-12　 https://www.keiri-kentei.jp
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

URL:https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）
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（岡山県からのお知らせ）

自転車の安全利用促進について自転車の安全利用促進について

岡山県交通安全対策協議会

「自転車は車の仲間。ルールを守って乗りましょう！」
～５月は自転車月間です～

　岡山県内では、自転車が関係する交通事故で、令和３年中に９人の尊い命が失われています。また、
自転車の関係する交通事故の件数が２年連続で増加したほか、全交通事故の22.2％と、高い割合を占め
ています。
　自転車は、便利で環境にも優しい乗り物ですが、車の仲間です。交通ルールを守って、安全に利用し
てください。

　岡山県では、次のとおり「岡山県自転車安全利用５則」を定めています。

　＜岡山県自転車安全利用５則＞
　　１　自転車は、車道が原則、歩道は例外
　　２　車道は左側を通行
　　３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　　４　安全ルールを守る
　　　　・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　　　・夜間はライトを点灯
　　　　・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　　　　・運転中の携帯電話・傘さし運転の禁止
　　５　子どもはヘルメットを着用

　また、乗車前には、ブレーキのきき具合やライトの点灯状況、反射材が付いていることなどを確認し
てください。
　なお、自転車が加害者になり、高額な損害賠償請求を受ける場合が増えてきています。万一に備え、
賠償責任保険や傷害保険へ加入しましょう。

（標語）
　「自転車は　車といっしょ　左側」
　「手軽でも　重いよ自転車　その責任」
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4. 4.11
4. 4.19
4. 4.22
4. 4.26

定例監査
正副会長会
全建　正副会長会・理事会
理事会

協　会　日　誌

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行


